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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
世
前
期
の
村
と
土
豪
・
小
百
姓
を
取
り
巻
く
経
済
環
境
に
つ

い
て
、
藩
領
主
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

課
題
を
追
究
す
る
に
は
、
す
で
に
古
典
的
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
佐
々
木

潤
之
介
『
大
名
と
百
姓
』
を
検
討
対
象
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
佐
々
木
は
、

太
閤
検
地
に
よ
り
土
地
を
名
請
し
た
小
百
姓
の
経
営
に
つ
い
て
、
慶
安
軍
役

令
で
大
名
の
課
役
が
軽
減
さ
れ
る
ま
で
際
限
の
な
い
軍
役
が
続
く
が
、
慶
安

の
御
触
書
発
布
で
幕
府
の
農
政
方
針
が
転
換
さ
れ
、
一
六
五
〇
年
代
以
降
大

き
く
改
善
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
の
後
、
根
岸
茂
夫
、
山
本
英
二
の
研
究
に
よ

り
、
慶
安
軍
役
令
・
慶
安
御
触
書
は
と
も
に
そ
の
存
在
が
疑
問
視
さ
れ
て
は

い
る
が
、
佐
々
木
は
生
前
自
ら
の
見
通
し
自
体
に
つ
い
て
は
自
説
を
堅
持
し

て
い
た*1

。

　

さ
て
、
最
近
の
土
豪
や
新
田
開
発
研
究
の
進
展
は
著
し
い
も
の
が
あ
る*2

。

そ
の
い
ず
れ
も
、
大
枠
で
は
一
七
世
紀
を
通
じ
て
、
近
世
村
落
の
経
済
環
境

は
大
き
く
改
善
す
る
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
渡
辺
尚
志
は
、
一
七

世
紀
の
村
落
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
初
期
と
終
期
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、

長
い
目
で
見
れ
ば
無
視
で
き
な
い
変
化
が
内
部
で
起
き
て
い
た
と
述
べ
る
一

方
、
太
閤
検
地
以
外
の
領
主
政
策
の
あ
り
方
や
変
化
に
つ
い
て
は
、
十
分
な

検
討
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
今
後
進
む
べ
き
方
向
性

を
示
し
て
い
る*3

。
本
稿
は
こ
の
点
を
、
村
の
経
済
環
境
の
面
か
ら
考
え
て
み

た
い
。
な
お
、「
村
の
経
済
環
境
」
と
は
、
村
に
影
響
を
及
ぼ
す
外
部
環
境
の

意
味
で
あ
る
が
、
影
響
を
及
ぼ
す
具
体
的
な
事
柄
は
政
治
支
配
や
自
然
災
害

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

　

で
は
、
村
の
経
済
環
境
を
分
析
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
史
料
を
用
い
る

の
が
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
百
姓
の
願
書
や
、
領
主
の
触
書
中
の
文

言
の
み
を
検
討
対
象
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
客
観
的
な
数
値
を
系
統
的
に
追

い
、
提
示
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
比
較
的
史
料
が
残
っ
て
い
て
、

こ
の
よ
う
な
課
題
に
応
え
う
る
の
は
年
貢
関
係
史
料
で
あ
ろ
う
。
だ
が
管
見

の
限
り
一
七
世
紀
の
分
析
で
は
、
十
分
に
活
用
さ
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。
本
稿
で
は
主
に
こ
れ
ら
の
史
料
を
分
析
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

１　

有
玉
村
の
年
貢
割
付
状
と
村
の
状
況

　

有
玉
村
の
年
貢
関
係
史
料
で
系
統
的
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
年
貢
割
付
状

近
世
前
期
に
お
け
る
村
の
経
済
環
境

　
　
　
─ 

浜
松
藩
領
有
玉
村
を
事
例
に 

─

福
　
澤
　
徹
　
三
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（
以
下
、
割
付
状
と
す
る
）
で
、
一
七
世
紀
だ
け
で
五
三
年
分
が
あ
る
。
最

も
古
い
の
は
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
で
、
そ
れ
を
掲
げ
る
（
一
部
を
二
段

書
き
に
し
た
）。

〔
史
料
〕
戌
年
有
玉
村
免
定

一
高
千
三
百
七
拾
六
石
弐
升

　
　

内
弐
石
五
斗
弐
升
八
合　
　

井
堀

　
　
　

三
石
八
斗
八
升　
　
　
　

戌
本
坂
道
代

　
　
　

弐
百
五
十
五
石
弐
斗
六
升
三
合　

天
龍
井

　
　
　
　

内
壱
石
八
斗　
　
　
　

井
堀

　
　
　
　
　

壱
石
八
斗
八
升　
　

戌
付
荒

　
　
　

残
弐
百
五
十
壱
石
五
斗
八
升
三
合

　
　

此
取
五
ツ
八
分

　

残
千
百
拾
四
石
三
斗
四
升
九
合

此
取
七
ツ
也

一
高
三
斗
六
升　
　
　
　
　
　
　

野
方　

一
高
拾
三
石
壱
斗
弐
升　

同
小
嶋

此
取
五
ツ
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
取
弐
ツ
五
分

一
高
五
拾
弐
石
壱
斗
九
升
六
合　

新
田　

一
高
壱
石
五
斗　
　
　
　

同
丸
池

此
取
三
ツ
五
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
取
三
分

一
高
拾
壱
石
五
斗
三
升
八
合　

同
小
嶋　

一
高
四
石
八
斗
弐
升　
　

同

此
取
三
ツ
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
取
壱
ツ
五
分

一
高
五
石
壱
斗
九
升
八
合　
　

同
新
町　

一
高
壱
石
六
斗
壱
升　
　

同

此
取
三
ツ
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
取
弐
ツ
也

一
高
拾
壱
石
弐
斗
四
升
六
合　
　

同　
　

一
高
壱
石
三
斗
弐
升　
　

同

　
　

内
六
斗
八
升　
　
　
　
　

川
成　
　

此
取
壱
ツ
八
分

　

残
拾
石
五
斗
六
升
六
合　
　
　
　
　
　

一
高
三
斗
壱
升
七
合　

戌
改
同

此
取
弐
ツ
五
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
取
五
分

　
　

右
之
分
急
度
納
所
可
仕
者
也

　
　
　

戌
霜
月
八
日　
　
　

要
十
兵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
左
次
右
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

篠
二
郎
兵
㊞

　
　
　

有
玉
村　
　
　
　
　

森
清
兵
㊞

　
　
　
　
　
　

庄
屋

こ
れ
は
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
一
一
月
八
日
に
、
高
力
氏
の
年
貢
担
当

者
四
名
か
ら
有
玉
村
庄
屋
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
年
貢
割
付
状
で
あ
る
。
始
め

の
一
つ
書
き
が
、
高
一
三
七
六
・
〇
二
石
の
本
田
畑
、
以
降
の
一
一
筆
が
新

田
畑
で
あ
る
。
本
田
畑
部
分
は
、
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
検
見
の
結
果
、

天
龍
井
と
称
さ
れ
る
高
二
五
一
・
五
八
三
石
は
免
五
・
八
で
あ
る
。
計
算
す
る

と
、
一
四
五
・
九
一
八
石
が
納
石
高
と
な
る
。
残
一
一
一
四
・
三
四
九
石
は
免

七
で
、
同
じ
く
計
算
す
る
と
、
納
石
高
は
七
八
〇
・
〇
四
四
石
。
合
わ
せ
て
、

九
二
五
・
九
六
二
石
が
本
田
畑
の
納
石
高
で
あ
る
。

　

新
田
畑
は
野
方
と
称
す
る
場
所
は
、
高
〇
・
三
六
石
、
免
五
つ
で
納
石
高

は
〇
・
一
八
石
。
二
筆
目
の
新
田
と
称
さ
れ
る
場
所
は
、
高
五
二
・
一
九
六
石
、

免
三
・
五
で
納
石
高
一
八
・
二
六
八
石
と
な
る
。
一
一
筆
合
計
で
、
高

一
〇
三
・
二
二
五
石
、
納
石
高
は
三
一
・
一
一
一
石
で
あ
る*4

。

　

有
玉
村
で
は
、
新
田
開
発
に
対
し
て
、
領
主
が
改
を
行
っ
て
年
貢
を
課
し

て
い
る
。
そ
の
内
容
が
、
本
通
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
別
通
に

仕
立
て
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
本
通
の
末
尾
に
書
い
て
い
る
も
の
は
、

対
象
に
し
た
が
、
別
通
の
も
の
は
残
存
が
系
統
的
で
な
い
こ
と
と
、
検
地
が

な
さ
れ
た
場
合
は
本
通
に
含
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
検
討
対
象
か

ら
除
外
し
た
。
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次
に
分
村
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
中
世
惣
村
規
模
の
村
が
、
一
七
世
紀
に

分
村
す
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
有
玉
村
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

承
応
四
年
（
一
六
五
五
）
の
村
方
騒
動
で
、
有
玉
村
か
ら
福
請
村
が
分
村
し
、

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
ま
で
は
別
村
で
あ
っ
た
が
、
翌
五
年
か
ら
元
の
一

村
と
な
る
。
ま
た
、
割
付
状
表
題
の
有
玉
村
は
、
有
玉
・
松
木
嶋
・
上
瀬
村

の
三
つ
の
村
落
か
ら
成
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
以

降
は
、
有
玉
下
村
と
他
四
か
村
に
分
か
れ
、
石
高
五
一
〇
石
余
の
有
玉
下
村

宛
の
割
付
状
と
な
る
。
分
村
以
前
の
村
名
を
系
統
立
っ
て
追
え
れ
ば
よ
い
が
、

新
田
開
発
の
状
況
が
盛
ん
で
あ
る
た
め
か
、
厳
密
な
形
で
は
そ
れ
が
叶
わ
な

い
。
な
の
で
、
分
析
は
割
付
状
表
題
の
有
玉
村
お
よ
び
有
玉
下
村
単
位
で
行

う
。

　

内
容
の
検
討
に
移
ろ
う
。〔
表
〕
は
年
ご
と
に
、
村
高
、
免
、
年
貢
納
入

高
（
領
主
か
ら
見
れ
ば
収
納
高
）
に
つ
い
て
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
領

主
欄
は
、
こ
の
期
間
治
め
た
大
名
、
村
の
内
訳
欄
は
延
宝
六
年
段
階
で
の
分

村
名
の
内
訳
、
重
要
事
項
欄
は
、
村
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
内
容
で
あ
る
。

な
お
、
免
（
田
方
）
の
欄
に
は
、
割
付
状
で
田
と
畑
が
一
括
さ
れ
て
い
る
場

合
は
村
高
の
免
を
、
別
れ
て
い
る
場
合
は
田
方
の
数
字
を
入
れ
、
畑
方
免
欄

に
畑
方
の
そ
れ
を
表
記
し
た
。

　

浜
松
藩
は
、
近
世
後
期
に
は
幕
閣
の
要
職
に
就
く
も
の
が
治
め
る
場
合
が

あ
り
、
北
島
万
治
は
こ
れ
を
行
政
的
転
封
と
称
し
た*5

。
近
世
前
期
に
も
四
度

の
領
主
交
代
が
あ
る
。
治
世
は
高
力
氏
一
九
年
間
、
大
給
松
平
氏
六
年
間
、

太
田
氏
三
四
年
間
、
青
山
氏
四
〇
年
間
と
な
る
。
近
世
後
期
と
同
様
、
頻
繁

な
領
主
交
代
が
行
わ
れ
た
。

　

有
玉
村
で
は
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
と
延
宝
三
年
（
一
六
七
三
）
に

二
度
の
検
地
が
行
わ
れ
た
。
史
料
上
は
「
総
検
地
」
と
も
呼
ば
れ
、
小
規
模

な
新
田
の
高
入
れ
と
区
別
さ
れ
て
い
る*6

。
い
ず
れ
も
、
太
田
氏
の
も
と
で
実

施
さ
れ
た
。
藩
政
史
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
の
で
、
二
度
の
検
地
の
政
策
意

図
や
背
景
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
承
応
二
年
の
総
検
地
は
、
前

年
に
「
御
領
分
新
田
穏
田
万
御
仕
置
改
り
」
が
あ
っ
た
。
全
領
的
規
模
で
実

施
さ
れ
、
近
世
初
期
以
来
の
新
田
開
発
の
成
果
を
把
握
し
た
検
地
で
あ
っ
た

と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
表
で
は
、
慶
安
二
年
の
新
田
高
一
八
九
石
余
が
、

承
応
二
年
に
は
新
田
高
六
七
七
石
余
へ
と
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
。
が
、
翌

年
に
は
四
三
二
石
余
に
減
っ
て
い
る
。
そ
の
翌
年
に
福
請
村
が
分
村
し
た
た

め
、
細
か
い
把
握
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
四
〇
〇
石
余
の
高
入
れ

が
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

次
の
延
宝
三
年
の
場
合
は
、
事
情
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
前
年
に
「
百

年
以
来
部
類
之
大
水
」
が
お
き
た
。
延
宝
四
年
の
有
玉
村
の
村
高
は

一
〇
四
三
石
余
、
新
田
高
は
一
八
五
石
余
で
あ
り
、
三
年
前
よ
り
村
高
は

九
四
石
余
、
新
田
高
は
三
五
石
余
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
検
地
は
、
洪
水
後

の
耕
地
状
況
を
整
理
し
、
年
貢
割
付
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
藩
領
全
体
で
は
な
く
、
洪
水
被
害
が
あ
っ

た
村
だ
け
に
実
施
さ
れ
た
と
も
想
定
し
う
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
。

２　

村
高
、
免
の
推
移

　

前
項
で
み
た
よ
う
に
、
割
付
状
に
含
ま
れ
る
村
の
範
囲
が
異
な
る
た
め
、

比
較
が
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
村
高
と
免
の
推
移
を
み
て
み
よ
う
。
有

玉
村
（
含
福
請
村
）
＋
松
木
嶋
村
＋
上
瀬
村
の
範
囲
で
最
長
の
期
間
比
べ
ら

れ
る
の
は
、
元
和
八
年
か
ら
延
宝
六
年
の
五
八
年
間
で
あ
る
。
村
高
は

一
三
七
六
石
余
か
ら
一
四
八
一
石
余
へ
、
新
田
高
は
一
〇
三
石
余
か
ら
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三
三
六
石
へ
と
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
特
に
、
新
田
高
の
増
が
顕
著
で
あ

る
。
合
計
で
三
三
八
石
余
、
二
二
％
増
え
て
い
る
。
同
期
間
の
全
体
納
入
は
、

九
五
七
石
余
か
ら
一
一
六
四
余
石
と
二
〇
七
石
余
、
二
一
％
の
増
と
な
る
。

免
も
ほ
ぼ
同
率
（
七
と
七
・
一
五
）
で
あ
る
か
ら
、大
水
害
を
受
け
な
が
ら
も
、

耕
地
面
積
、
年
貢
納
入
と
も
に
二
〇
％
少
し
の
増
加
と
い
う
の
が
有
玉
村
の

開
発
の
趨
勢
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、
耕
地
面
積
の
把
握
の
点
か
ら
こ
の
期
間
の
内
容
を
検
討
し
て
い
く

と
、
承
応
二
年
の
総
検
地
が
大
き
な
画
期
と
な
っ
て
い
る
。
村
高
は
変
わ
ら

な
い
が
、
新
田
高
を
倍
増
さ
せ
た
こ
の
検
地
は
、
領
主
に
と
っ
て
元
和
～
慶

安
年
間
の
新
田
開
発
の
成
果
を
把
握
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
承
応
四
年
に

福
請
村
が
分
か
れ
る
た
め
、
正
確
な
数
値
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
延
宝

三
年
ま
で
耕
地
面
積
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
近
世
前
期
の

耕
地
面
積
は
、
承
応
二
年
を
境
に
区
分
で
き
る
。

　

で
は
、
免
を
見
よ
う
。
高
力
氏
で
は
、
七
・
三
～
六
・
六
で
推
移
し
て
い
る

が
、
治
世
前
半
が
若
干
高
く
、
全
体
納
入
も
同
じ
傾
向
で
あ
る
。
寛
永
一
〇

年
は
六
・
六
と
そ
れ
ほ
ど
低
く
は
な
い
が
、
全
体
納
入
は
八
〇
〇
石
を
切
っ

て
お
り
、
不
作
に
よ
る
検
見
引
が
多
い
年
で
あ
っ
た
。
次
の
大
給
松
平
氏
の

治
世
は
六
年
間
で
あ
っ
た
が
、二
年
目
の
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
に
八
・

六
と
極
端
な
高
免
を
課
し
た
。
こ
れ
は
、
太
田
氏
治
世
の
慶
安
二
年

（
一
六
四
九
）
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
の
最
高
免
で
あ
ろ
う
。
寛

永
一
九
年
は
検
見
引
が
多
い
不
作
年
で
あ
っ
た
が
、
後
の
二
年
は
免
七
程
度

と
な
る
。

　

三
四
年
間
と
長
い
治
世
で
あ
っ
た
太
田
氏
の
初
年
は
免
七
で
、
二
・
三
年

目
は
不
明
、
四
～
六
年
目
に
八
・
六
、八
・
四
、八
・
六
と
極
端
な
高
免
を
続
け

る
。
一
方
で
、
承
応
二
年
の
総
検
地
後
は
畑
方
免
を
設
定
し
た
。
田
方
と
比

べ
一
・
二
～
〇
・
三
の
免
下
が
り
と
な
り
、
百
姓
自
身
も
有
り
難
い
こ
と
だ
と

認
識
し
て
い
た
（
後
述
）。
だ
が
、畑
方
免
は
再
度
設
定
さ
れ
な
く
な
り
、七
・

七
～
七
・
四
の
比
較
的
高
免
が
続
く
。
寛
文
一
三
年
は
、「
世
中
違
（
作
）
候

へ
共
、
浜
松
領
御
高
免
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
延
宝
二
年
の
大
洪
水
、
翌
年

の
検
地
を
経
て
、
同
四
年
に
は
再
度
畑
方
免
が
〇
・
八
の
免
下
が
り
で
設
定

さ
れ
た
が
、二
年
後
転
封
と
な
っ
た
。
前
半
は
苛
政
で
、中
期
は
寛
大
で
あ
っ

た
が
、
後
半
に
ま
た
厳
し
い
年
貢
を
課
し
た
、
と
概
括
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、

有
玉
村
庄
屋
高
林
道
鑑
は
、
寛
文
六
～
一
二
年
を
「
無
事
」
と
評
価
し
て
い

る
。
対
し
て
、
延
宝
二
年
は
大
水
が
あ
っ
て
年
貢
が
払
え
ず
、
借
金
を
し
た
、

と
書
い
て
い
る
。
無
事
か
ど
う
か
の
評
価
基
準
は
、
そ
の
年
の
村
の
収
穫
で

年
貢
皆
済
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
期
間
は
、
七
・

七
～
七
・
四
と
比
較
的
高
免
で
あ
っ
た
。
道
鑑
に
と
っ
て
は
免
七
・
四
程
度
が
、

平
年
作
で
の
常
識
的
免
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い*7

。

　

最
後
に
、
青
山
氏
。
延
宝
六
年
は
七
・
一
五
で
あ
る
が
、
入
封
が
八
月
と

遅
く
、
十
分
免
を
吟
味
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る*8

。
延
宝
七
年
以

降
は
有
玉
下
村
し
か
判
明
し
な
い
が
、
同
年
に
免
七
・
九
と
治
世
中
最
高
値

を
付
け
て
い
る
。
そ
の
後
二
年
間
は
不
作
年
で
あ
っ
た
が
、
以
後
七
後
半
の

高
免
が
続
い
て
い
る
。
年
貢
収
量
も
、
不
作
年
以
外
は
概
ね
免
に
連
動
し
て

推
移
し
て
い
る
。

　

四
領
主
治
世
下
の
免
の
特
徴
と
し
て
、
大
給
松
平
氏
、
青
山
氏
に
顕
著
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
転
封
直
後
に
高
免
を
課
す
と
い
う
傾
向
を
指
摘
で
き
よ

う
。
高
力
氏
も
前
半
が
、
太
田
氏
も
四
～
六
年
目
は
極
端
な
高
免
で
あ
る
。

こ
の
理
由
を
直
接
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
藩
財
政
の
史
料
を
分
析
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
が
困
難
な
の
で
推
測
を
述
べ
る
と
す
れ

ば
、
転
封
は
大
名
家
と
家
臣
団
に
多
大
な
引
越
費
用
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
、
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藩
財
政
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、

命
じ
る
幕
府
か
ら
の
恩
恵
的
支
出
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
で
あ
る

か
ら
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
傾
向
は
、
近
世
初
期
頻
繁
に
見
ら
れ
た
転
封
費
用

の
百
姓
へ
の
転
嫁
の
結
果
と
考
え
て
お
き
た
い
。

３　

青
山
氏
の
年
貢
収
納
方
針

　

元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
一
二
月
、
有
玉
村
五
か
村
惣
百
姓
は
代
官
に

宛
て
て
、
延
宝
六
年
以
来
の
青
山
氏
の
治
世
が
、
百
姓
に
と
っ
て
い
か
に
苛

政
で
あ
る
か
を
、
太
田
氏
の
治
世
を
引
き
合
い
に
出
し
て
述
べ
、
改
善
を
求

め
る
願
書
を
出
し
た
。
一
五
条
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
年
貢
に
関
わ
る
部
分
を

検
討
し
よ
う*9

。

Ａ
（
青
山
氏
の
）
入
部
し
た
延
宝
六
年
の
免
（
免
定
）
は
七
・
一
五
で
あ
っ

た
が
、
翌
年
は
高
免
で
七
・
九
を
命
じ
ら
れ
た
。
米
の
納
入
が
大
分
増
し
、

年
貢
皆
済
が
出
来
ず
、（
延
納
を
）
お
願
い
し
た
け
れ
ど
も
採
用
に
な
ら
な

か
っ
た
。
金
子
を
調
達
し
て
納
入
せ
よ
と
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
庄
屋
百
姓

が
連
判
し
、
御
代
官
の
裏
書
と
印
判
が
な
さ
れ
、
浜
松
田
町
清
右
衛
門
に

利
息
月
二
割
の
金
子
を
借
用
し
、
皆
済
し
た
。

Ｂ
翌
延
宝
八
年
は
大
風
大
水
で
世
間
が
違
作
で
あ
っ
た
の
で
、
免
は
六
・
五

で
あ
っ
た
が
、
年
貢
上
納
が
で
き
な
か
っ
た
。（
前
年
の
）
御
裏
書
の
連

判
借
り
の
元
利
返
済
を
こ
の
年
の
米
で
行
っ
た
の
で
、
未
進
も
あ
り
、
再

度
裏
判
を
い
た
だ
い
て
方
々
か
ら
金
子
を
借
用
し
皆
済
し
た
。

Ｃ
以
来
相
続
の
た
め
に
連
判
借
り
を
行
い
、
合
計
六
六
〇
両
余
に
な
っ
た
。

七
年
以
前
（
元
禄
三
年
）
か
ら
裏
判
が
い
た
だ
け
な
く
な
り
、（
新
た
な
金

子
借
用
が
で
き
ず
）
返
済
の
方
法
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
連
判
借
り

を
し
た
者
の
う
ち
、
七
〇
軒
も
が
潰
れ
と
な
り
、
田
地
家
財
を
売
り
払
い
、

妻
子
は
江
戸
に
下
り
奉
公
に
出
て
い
る
。
そ
の
他
の
者
も
潰
れ
同
前
で
困

窮
し
て
い
る
（
以
上
、
第
一
条
）。

Ｄ
諸
新
田
に
ま
で
高
免
を
命
じ
ら
れ
る
の
で
、
百
姓
は
難
儀
し
て
い
る
（
第

四
条
）。

Ｅ
先
代
（
太
田
氏
）
の
時
代
、
数
年
間
田
畑
で
免
を
分
け
て
下
さ
っ
た
。
そ

う
で
な
い
期
間
も
麦
作
・
秋
免
と
も
に
畑
は
詳
し
く
検
見
し
、
お
引
き
下

さ
れ
た
。
だ
が
、
当
代
（
青
山
氏
）
に
な
っ
て
田
畑
同
免
に
な
り
、
明
細

引
も
な
く
百
姓
は
困
窮
し
て
い
る
（
第
九
条
）。
田
畑
で
免
を
分
け
、
定

免
と
し
、
百
姓
の
難
儀
を
救
っ
て
い
た
だ
き
た
い
（
第
一
〇
条
）。

Ｆ
一
八
年
以
来
（
延
宝
八
年
）
の
悪
風
で
大
木
が
伏
し
倒
れ
、
百
姓
家
が
大

分
潰
れ
た
（
第
九
条
）。

Ｇ
今
年
の
免
は
（
昨
年
よ
り
）
二
分
減
っ
て
七
・
五
で
あ
る
。
今
年
は
大
風

で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
と
思
う
が
、
検
見
引
が
昨
年
よ
り
少
な
く
、

結
果
納
入
高
は
昨
年
よ
り
増
し
て
い
る
。
な
の
で
、
未
進
分
は
来
年
秋
ま

で
待
っ
て
い
た
だ
き
た
い
（
第
一
一
条
）。

Ｈ
隣
の
半
田
村
で
は
昨
年
は
田
方
免
六
、
畑
方
免
四
で
あ
る
。
そ
の
他
近
隣

の
村
々
の
免
を
お
伝
え
す
る
（
第
一
二
～
一
五
条
）。

以
上
の
内
容
は
、
表
に
よ
っ
て
数
値
で
裏
付
け
が
可
能
で
あ
る
。
訴
状
の
末

尾
に
は
、
庄
屋
に
窮
状
を
伝
え
た
が
、
領
主
に
願
い
出
て
く
れ
な
か
っ
た
と

あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
一
〇
年
以
上
に
亘
る
割
付
状
は
庄
屋
か
元
庄
屋
の
手

元
に
し
か
な
い
は
ず
で
、
小
百
姓
だ
け
で
は
な
く
、
村
役
人
層
も
こ
の
主
張

に
賛
同
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

青
山
氏
の
治
世
は
、
前
の
太
田
氏
よ
り
も
百
姓
に
対
し
て
厳
し
い
も
の
で
、

藩
財
政
の
不
如
意
が
、
年
貢
収
取
を
通
じ
て
百
姓
に
転
嫁
さ
れ
、
小
百
姓
だ

け
で
は
な
く
、
村
役
人
層
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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城
下
町
商
人
か
ら
の
村
借
り
を
強
い
ら
れ
、
多
く
の
百
姓
が
退
転
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
城
下
町
商
人
か
ら
の
村
借
り
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

村
内
外
で
の
講
や
土
豪
同
士
で
は
資
金
が
枯
渇
し
て
、
地
域
の
金
融
需
要
が

賄
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る*10

。
こ
こ
に
、
一
七
世
紀
末
で
は
、
地
域

金
融
市
場
が
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
自
然
災
害
や
領
主
苛
政
へ
の
耐
性
が
十
分

に
備
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
歴
史
的
段
階
の
有
り
様
を
看
取
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
の
検
討
内
容
を
ま
と
め
、
今
後
の
展
望
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
浜

松
藩
領
有
玉
村
で
は
、
近
世
前
期
を
通
じ
て
新
田
開
発
が
継
続
的
に
行
わ
れ
、

二
度
検
地
が
な
さ
れ
た
が
、
百
年
に
一
度
の
自
然
災
害
に
も
見
舞
わ
れ
た
。

検
見
も
毎
年
実
施
さ
れ
て
お
り
、
領
主
に
よ
る
耕
地
把
握
と
年
貢
収
量
へ
の

関
心
の
高
さ
が
窺
え
よ
う
。

　

割
付
状
の
継
続
的
分
析
か
ら
は
、
領
主
交
代
後
、
年
貢
が
増
微
さ
れ
る
傾

向
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
、
居
城
や
領
地
の
引
っ
越
し
費
用
が

百
姓
に
転
嫁
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
近
世
前
期
の
領
主
交
代
の
実

情
を
表
す
史
料
発
掘
に
よ
っ
て
裏
付
け
を
図
り
た
い
。
幕
藩
関
係
で
は
、
転

封
に
と
も
な
う
費
用
を
幕
府
が
手
当
て
す
る
財
政
的
制
度
は
確
認
さ
れ
て
お

ら
ず
、
大
名
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
は
転
封
時
い
つ
で
も
生
じ
う
る
問
題
で
あ
っ

た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
畑
方
免
が
交
代
後
の
領
主
で
は
採
用
さ
れ
ず
、
免
の
高
下
も
大
き

く
、
百
姓
に
と
っ
て
領
主
の
交
代
は
、
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
藩
・
譜
代
・
外
様
藩
領
の
う
ち
、
特
に
領
主
の
交

代
が
頻
繁
で
あ
っ
た
譜
代
藩
領
の
特
殊
性
と
し
て
、
大
き
な
検
討
課
題
で
あ

ろ
う
。

　

地
域
の
金
融
市
場
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
一
七
世
紀
は
資
金
蓄
積
が
十
分

で
は
な
く
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
一
九
世
紀
と
は
異
な
る
地
域

経
済
状
況
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
資
金
蓄
積
、
と
い
う
観
点
か
ら
、

近
世
の
地
域
金
融
を
段
階
的
に
検
討
す
る
足
が
か
り
を
得
ら
れ
た
と
考
え
て

い
る
。

注*1　

一
九
七
一
年
。
日
本
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
。
中
央
公
論
新
社
の
改
版

（
二
〇
〇
五
）
に
は
、
青
木
美
智
男
に
よ
る
懇
切
な
解
説
が
あ
り
、
参
考
に
な
る
。

ま
た
、
現
在
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
、
山
本
英
二
「
書
評　

本
城
正
徳
著
『
近
世
幕

府
農
政
史
の
研
究
︱
「
田
畑
勝
手
作
の
禁
」
の
再
検
証
を
起
点
に
︱
』」（『
日
本
史
研

究
』
六
一
七
、二
〇
一
四
年
）
が
的
確
で
あ
る
。

*2　

小
酒
井
大
悟
『
近
世
前
期
の
土
豪
と
地
域
社
会
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、

鈴
木
直
樹
『
近
世
関
東
の
土
豪
と
地
域
社
会
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）。

*3　
「
中
世
・
近
世
移
行
期
村
落
論
の
到
達
点
と
課
題
」（『
日
本
史
研
究
』
五
八
五
、

二
〇
一
一
年
、
の
ち
『
日
本
近
世
村
落
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
所
収
）。

*4　

割
付
状
に
よ
っ
て
は
、
高
と
免
の
あ
と
に
、
そ
れ
を
掛
け
算
し
た
納
石
高
が
記
さ

れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
寛
文
三
年
以
前
の
割
付
状
に
は
そ
れ
が
な
い
。
検
討
の

対
象
と
し
た
割
付
状
に
は
写
し
が
あ
り
、
納
石
高
が
あ
れ
ば
写
し
違
い
が
判
明
し
心

強
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
出
来
な
い
。
前
後
の
年
か
ら
検
討
し
て
、
疑
問
が
あ
る

史
料
で
も
、
記
載
ど
お
り
に
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

*5　

北
島
正
元
編
『
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）

三
七
四
頁
。

*6　

浜
松
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
、
高
林
家
文
書
「
覚
」（
二
八
五
︱
四
七
）、
高
林
道

鑑
著
。
以
下
、
同
図
書
館
発
行
の
目
録
番
号
に
よ
り
表
記
す
る
。
ま
た
、
本
項
の
村
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の
出
来
事
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

*7　

こ
の
前
に
高
林
家
が
当
事
者
で
あ
る
村
の
土
地
を
め
ぐ
る
記
述
が
あ
り
、
後
に
は

違
作
と
洪
水
の
内
容
が
続
く
。
無
事
と
い
う
表
現
は
、
前
後
の
出
来
事
と
比
べ
れ
ば

と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
常
識
的
免
も
低
い
方
を
採
用
し
た
。

*8　

同
年
の
割
付
状
は
、
例
年
一
一
月
の
一
一
月
か
ら
一
か
月
遅
れ
て
一
二
月
に
出
さ

れ
、
形
式
も
年
貢
担
当
役
人
一
人
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
お
り
異
例
で
あ
る
。

*9　

関
連
す
る
条
文
を
以
下
に
記
す
（
高
林
家
文
書
三
二
五
︱
一
八
）。

　
　
　
　

乍
恐
有
玉
五
ヶ
村
惣
百
姓
口
書
ヲ
以
訴
訟
申
上
候

①
一
御
入
部
被
遊
午
年
御
免
定
七
つ
壱
分
五
リ
ン
ニ
被
仰
付
候
、
翌
未
年
御
高
免
ニ
而

七
つ
九
分
ニ
被
仰
付
候
、
米
辻
大
分
御
増
御
年
貢
皆
済
不
罷
成
候
ニ
付
、
御
訴
訟

申
上
候
へ
共
、
御
了
簡
不
被
下
御
代
官
様
御
裏
判
可
被
下
之
間
、
何
方
ニ
而
候
共

金
子
借
用
致
上
納
仕
候
へ
と
被
仰
付
候
ニ
付
、
濱
松
田
町
清
右
衛
門
方
ニ
而
月
二

割
之
利
足
ニ
相
極
メ
庄
屋
百
姓
連
判
仕
、
御
代
官
様
御
裏
書
御
印
判
被
成
金
子
借

用
御
皆
済
仕
候
、
翌
申
年
大
風
大
水
ニ
而
世
中
違
作
候
故
六
つ
五
分
ニ
御
免
定
被

下
候
へ
共
、
御
年
貢
上
納
不
罷
成
、
殊
ニ
御
裏
書
之
連
判
借
り
元
利
共
ニ
当
米
を

以
返
済
仕
候
ニ
付
御
未
進
大
分
ニ
罷
成
、
御
裏
判
ニ
而
方
々
金
子
借
用
皆
済
仕
候
、

夫
ゟ
年
々
相
続
連
判
借
り
都
合
金
六
百
六
拾
両
余
御
座
候
所
ニ
七
年
以
前
未
年
ゟ

御
裏
判
ニ
成
不
被
下
候
ニ
付
、
右
之
借
し
方
無
御
座
候
故
、
連
判
借
り
仕
候
者
共

当
年
迄
ニ
家
数
七
拾
軒
余
進
退
つ
ぶ
し
田
地
家
財
売
払
妻
子
等
迄
江
戸
へ
下
り
奉

公
為
致
候
、
此
外
之
者
も
進
退
つ
ふ
れ
申
同
前
之
躰
ニ
罷
成
候
御
事

　
　
（
二
～
三
条
中
略
）

④
一
有
玉
村
之
義
和
地
御
山
大
芥
御
山
近
所
ニ
御
座
候
故
、
先
御
代
様
ニ
ハ
御
台
所
木

松
葉
附
払
等
迄
当
村
へ
被
仰
付
御
領
分
ゟ
之
費
用
金
取
、
其
外
方
々
山
か
せ
き
仕

御
年
貢
作
毛
之
助
力
ニ
罷
成
候
所
、
弐
拾
年
以
来
ハ
御
薪
其
外
他
所
之
売
人
ニ
被

仰
付
、
殊
ニ
御
山
荒
申
候
故
落
葉
も
無
御
座
、
剰
費
用
銭
売
人
方
へ
出
し
村
中
困

窮
仕
候
処
ニ
、
諸
新
田
迄
御
高
免
ニ
被
仰
付
百
姓
難
義
至
極
仕
候
御
事

　
　
（
五
～
八
条
中
略
）

⑨
一
有
玉
村
之
義
先
御
代
様
ニ
ハ
田
畑
御
免
定
御
わ
け
被
下
候
義
数
年
之
御
事
ニ
御
座

候
、
然
共
麦
作
秋
免
共
ニ
畑
御
検
見
明
細
ニ
御
引
被
下
候
処
ニ
、
当
御
代
様
ニ
ハ

田
畑
同
免
ニ
被
遊
、
其
上
明
細
之
御
引
方
不
被
下
百
姓
困
窮
仕
候
故
居
屋
敷
等
迄

床
々
ニ
御
断
申
上
打
崩
少
之
助
ニ
仕
候
、
尤
新
開
之
御
年
貢
御
免
定
之
通
上
納
仕

候
、
ヶ
様
ニ
村
中
衰
申
候
所
ニ
当
麦
不
作
仕
、
其
上
床
々
之
大
水
殊
ニ
十
八
年
以

来
之
悪
風
ニ
而
山
林
薗
之
大
木
迄
も
伏
た
を
れ
百
姓
家
数
大
分
つ
ふ
れ
申
、
其
節

御
見
分
被
遊
候
通
明
細
ニ
書
付
指
上
ヶ
申
候
、
勿
論
畑
作
木
綿
大
豆
小
豆
菜
蕎
麦

迄
も
取
不
申
、
当
年
畑
作
ニ
而
き
ひ
稗
相
応
ニ
取
申
候
へ
共
、
麦
作
ハ
木
綿
大
分

其
外
品
々
作
仕
候
へ
ハ
、
き
ひ
稗
も
只
今
迄
之
夫
食
ニ
相
積
不
申
候
、
只
今
ゟ
餓

ニ
及
候
者
別
紙
ニ
書
付
御
訴
訟
可
申
上
候
、
右
之
旨
前
方
ゟ
段
々
庄
や
方
へ
申
候

へ
共
、
一
圓
ニ
取
次
不
申
候
、
庄
や
共
ハ
兼
而
御
米
拝
領
仕
候
故
、
我
々
共
餓
ヲ

罷
仕
候
迚
ヵ
も
不
存
候
御
事

⑩
一
有
玉
村
之
儀
田
方
悪
所
大
分
御
座
候
処
ニ
、
当
年
御
検
見
引
も
ミ
三
合
毛
以
上
平

均
被
仰
付
明
細
之
御
引
方
不
被
成
候
ニ
付
、
百
姓
手
前
ニ
而
大
分
高
下
御
座
候
、

悪
所
大
面
ニ
所
持
仕
候
百
姓
弥
以
つ
ふ
れ
申
候
、
願
ク
ハ
田
畑
御
免
定
御
わ
け
被

遊
御
定
免
ニ
御
極
百
姓
御
救
可
被
下
候
御
事

⑪
一
当
御
免
定
弐
分
御
減
七
ツ
五
分
ニ
被
下
候
ハ
、
今
年
大
風
之
御
了
簡
と
奉
存
候
へ

共
、
御
検
見
御
引
高
去
年
ゟ
少
分
ニ
而
御
免
定
之
御
米
辻
去
年
ゟ
大
分
御
増
、
殊

ニ
御
直
段
去
年
ゟ
大
分
高
直
ニ
御
座
候
而
、
金
子
如
何
程
出
し
候
而
も
米
高
ニ
成

不
申
候
而
、
驚
迷
惑
仕
候
、
其
外
及
力
申
迄
ハ
随
分
相
働
可
申
候
へ
共
相
残
り
候

御
未
進
御
慈
悲
ニ
来
秋
迄
ニ
被
差
上
被
下
候
様
ニ
奉
願
候
御
事

⑫
一
村
并
近
藤
登
之
助
様
御
領
分
半
田
村
当
麦
作
弐
割
半
引
、
木
綿
八
割
大
豆
小
豆
四

割
引
田
方
弐
割
半
引
、
去
年
之
免
田
方
六
つ
余
畑
方
四
つ
余
、
当
年
ハ
未
御
免
定

出
不
申
候
由

⑬
一
服
部
■
様
御
領
分
石
田
村
御
免
定
な
ら
し
三
つ
一
分
五
り
也

⑭
一
太
田
隠
岐
守
様
御
領
分
笠
井
新
田
平
均
三
つ
一
分

⑮
一
万
平
三
右
衛
門
様
御
代
官
所
市
野
村
な
ら
し
弐
つ
九
分

　
　
　

右
四
ヶ
所
村
并
之
義
ニ
御
座
候
故
及
承
候
ニ
付
、
乍
憚
申
上
候

　
　

右
之
段
々
数
年
困
窮
と
乍
申
当
悪
年
ニ
差
当
、
百
姓
難
義
仕
段
々
口
上
ニ
而
御
訴



埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第20号

（
四
八
）

─ 411 ─

訟
申
上
候
へ
共
、
庄
や
一
圓
取
合
不
申
土
人
餓
ニ
及
候
を
も
一
圓
構
不
申
候
、
兼

而
之
御
触
ニ
も
牛
馬
迄
御
哀
被
遊
候
御
仕
置
之
所
ニ
捨
置
候
様
恐
入
候
へ
■
惣
百

姓
口
書
を
以
御
訴
訟
申
上
候
、
只
今
之
通
ニ
御
座
候
而
ハ
御
百
姓
大
小
共
ニ
相
続

不
申
候
、
此
上
御
慈
悲
を
以
具
ニ
被
為
召
分
永
ク
御
百
姓
ニ
成
候
様
ニ
御
救
被
下

候
ハ
ヽ
、
難
有
奉
存
候
、
以
上

　
　
　

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
丑
十
二
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
玉
五
ヶ
村
惣
百
姓
共

　
　
　
　
　

御
代
官
様

*10　

拙
稿
「
近
世
前
期
に
お
け
る
土
豪
金
融
の
特
徴
︱
浜
松
藩
領
有
玉
村
高
林
家
を
事

例
に
」（
中
村
只
吾
・
渡
辺
尚
志
編
『
生
き
る
た
め
の
地
域
史
︱
東
海
地
域
の
動
態
か

ら
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、
所
収
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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表　有玉村の高および年貢収量の一覧

元号 支 西暦 領主 重要事項 村の内訳 村高
（石）

新田高
（石） 免（田方） 畑方免 本田畑納入

（石）
全体納入
（石）

元和 5 未 1619 高力  1 － － － － － －
         6 申 20          2 － － － － － －
         7 酉 21          3 － － － － － －
         8 戌 22          4 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 103.225 7 － 925.962 957.101 
         9 亥 23          5 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 103.225 7.3 － 971.133 996.850 
       10 子 24          6 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 103.225 7.3 － 956.725 984.425 
寛永 2 丑 25          7 － － － － － －
         3 寅 26          8 － － － － － －
         4 卯 27          9 － － － － － －
         5 辰 28        10 － － － － － －
         6 巳 29        11 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 96.478 7 － 927.234 954.703 
         7 午 30        12 － － － － － －
         8 未 31        13 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 133.209 7.2 － 957.203 992.632 
         9 申 32        14 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 102.908 6.9 － 893.883 927.620 
       10 酉 33        15 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 101.408 6.6 － 769.479 794.748 
       11 戌 34        16 － － － － － －
       12 亥 35        17 － － － － － －
       13 子 36        18 － － － － － －
       14 丑 37        19 － － － － － －
       15 寅 38 大給松平1 － － － － － －
       16 卯 39          　   2 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 121.609 8.6 － 1148.423 1195.821 
       17 辰 40          　   3 － － － － － －
       18 巳 41          　   4 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 121.609 7.8 － 991.308 1034.561 
       19 午 42          　   5 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 121.609 5.8 － 718.105 754.599 
       20 未 43          　   6 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 121.609 7.1 － 925.434 970.154 
       21 申 44 太田 1 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 121.609 7 － 933.261 977.056 
正保 2 酉 45          2 － － － － － －
         3 戌 46          3 － － － － － －
         4 亥 47          4 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 145.878 8.6 － 1146.117 1251.437 
         5 子 48          5 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 193.370 8.4 － 1076.345 1201.859 
慶安 2 丑 49          6 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 193.370 8.6 － 1091.248 1219.748 
         3 寅 50          7 － － － － － －
         4 卯 51          8 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 193.370 7.6 － 976.446 1089.408
         5 辰 52          9 御領分新田穏田万御仕置改り － － － － － －
承応 2 巳 53        10 有玉中総検地 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 677.613 6.8 6.5 894.565 1284.301 
         3 午 54        11 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1376.020 432.415 6.6 6.3 864.057 1109.912 
         4 未 55        12 福請村分村 － － － － － －
明暦 2 申 56        13 － － － － － －
         3 酉 57        14 有玉＋松木嶋＋上瀬 1373.548 171.760 6.7 6.2 859.357 939.688 
         4 戌 58        15 有玉＋松木嶋＋上瀬 1374.410 171.760 7.4 6.2 869.748 944.026 
万治 2 亥 59        16 － － － － － －
         3 子 60        17 － － － － － －
         4 丑 61        18 有玉＋松木嶋 982.129 122.926 7 6.6 654.931 714.578 
寛文 2 寅 62        19 有玉＋松木嶋 981.220 122.926 7.4 6.4 649.475 706.608 
         3 卯 63        20 有玉 881.232 167.006 7.6 6.6 611.099 692.300 
         4 辰 64        21 － － － － － －
         5 巳 65        22 福請村合村 有玉（含福請） 1139.084 211.049 7.4 － 797.804 903.991 
         6 午 66        23 無事 － － － － － －
         7 未 67        24 無事 有玉（含福請） 1139.095 211.006 7.4 － 759.414 856.425 
         8 申 68        25 無事 有玉（含福請） 1139.777 211.006 7.7 － 846.775 955.232 
         9 酉 69        26 無事 － － － － － －
       10 戌 70        27 無事 － － － － － －
       11 亥 71        28 無事 有玉（含福請） 1139.777 211.006 7.7 － 847.986 964.649 
       12 子 72        29 無事 有玉（含福請） 1139.894 211.006 7.6 － 808.090 915.744 
       13 丑 73        30 世中違候へ共、浜松領御高免 有玉（含福請） 1139.894 211.006 7.7 － 816.459 924.450 
延宝 2 寅 74        31 百年以来部類之大水 － － － － － －
         3 卯 75        32 有玉中へ御検地御入候 － － － － － －
         4 辰 76        33 有玉（含福請） 1043.341 185.372 7.7 6.9 663.395 762.986 
         5 巳 77        34 － － － － － －
         6 午 78 青山 1 有玉（含福請）＋松木嶋＋上瀬 1481.922 336.805 7.15 － 1011.781 1164.218 
         7 未 79          2 有玉下 420.370 90.247 7.9 － 330.956 374.662 
         8 申 80          3 有玉下 420.370 90.635 6.5 － 256.964 292.749 
         9 酉 81          4 有玉下 420.370 90.657 6.8 － 256.220 289.491 
天和 2 戌 82          5 有玉下 420.370 90.657 7.2 － 286.178 324.539 
         3 亥 83          6 有玉下 420.370 90.691 7.5 － 304.712 347.408 
         4 子 84          7 有玉下 420.370 90.705 7.3 － 295.713 340.880 
貞享 2 丑 85          8 有玉下 420.370 90.691 7.7 － 308.184 353.481 
         3 寅 86          9 有玉下 420.370 93.374 7.5 － 290.352 333.686 
         4 卯 87        10 有玉下 420.370 94.037 7.8 － 289.826 333.399 
         5 辰 88        11 有玉下 420.370 94.037 7.6 － 300.601 342.406 
元禄 2 巳 89        12 有玉下 420.370 94.093 7.5 － 302.896 347.474 
         3 午 90        13 有玉下 420.370 94.122 7.6 － 304.320 350.025 
         4 未 91        14 有玉下 420.370 94.178 7.4 － 270.056 305.325 
         5 申 92        15 有玉下 420.370 94.206 7.6 － 285.545 327.402 
         6 酉 93        16 有玉下 420.370 94.206 7.7 － 261.404 296.956 
         7 戌 94        17 有玉下 420.370 94.206 7.6 － 278.534 317.881 
         8 亥 95        18 有玉下 420.370 94.262 7.7 － 279.846 322.718 
         9 子 96        19 有玉下 420.370 94.318 7.7 － 272.130 312.842 
       10 丑 97        20 有玉下 420.370 94.290 7.5 － 276.484 318.122 
       11 寅 98        21 有玉下 420.370 94.290 7.6 － 294.734 330.545 
       12 卯 99        22 有玉下 420.370 94.290 7.5 － 271.350 309.871 
       13 辰 1700        23 有玉下 420.370 94.318 7.7 － 282.514 317.542 

出典：高林家文書各年の年貢割付状。元和・寛永年間のものは、目録記載の年号と異なるものがある。
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